
〔史
料
紹
介
〕

近
世
京
都
の
商
家
別
家
証
文

一

紹
介
す
る
史
料
は
、
本
誌
前
号
に
続
き
、
日
本
経
済
史
研
究
所
が

所
蔵
す
る
中
島
家
文
書
で
あ
る
。
今
回
は
そ
の
う
ち
、
別
家
証
文
に

関
す
る

一
二
点
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
中
島
家
、
屋
号
銭
屋
は

近
世
京
都
の
呉
服
商
を
本
業
と
す
る
商
家
で
、
相
続
関
係
の
史
料
で

寛
永
十
六
年

（
三
全

一九
）
の
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で

（寛
永
十
六

年
霜
月
朔
日

「書
置
之
事
し
、
家
業
の
基
礎
は
元
和
か
ら
寛
永
初
期

に
は
確
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
中
島
家
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前

号
で
も
触
れ
て
お
い
た
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
改
め
て
特
筆

し
て
お
き
た
い
の
は
、
早
く
か
ら
薩
摩
藩
島
津
家
と
深

い
関
係
に

あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
万
治
二
年

（
三
ハ
五
九
）
に
は
島
津
家

の

渡

邊

忠

司

「呉
服
所
」
と

「金
調
達
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
島
津

藩
御
用
達
と
し
て
の
つ
な
が
り
で
商
い
を
拡
大
し
、
蓄
財
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ
島
津
家
と
の
関
係
は
、
慶
安
元
年

（
三
ハ
四
八
）
九
月
か
ら

の
大
名
貸
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
（服
所
」
御
用
達
以
前

か
ら

あ

っ
た
。　
一
定
の
金
融
活
動
を
果
た
し
う
る
財
力
を
備
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
中
島
家
当
主
は
扶
持
ま
で
給
与
さ
れ
、
藩
主

へ
の
お
目
見

え
、
蘇
鉄
の
拝
領

金
則
号
で
寛
永
七
年
と
し
て
い
る
が
、
宝
永
七
年
の

誤
り
、
訂
正
し
て
お
く
）、
ま
た
宝
暦
年
間
の
木
曽
三
川
合
流
地
域
で

の
堤
防
築
堤
の
御
手
伝
普
請
で
は
そ
の
資
金
融
通
を
援
助
す
る
な

ど
、
代
々
幕
末
ま
で
深
い
関
係
が
維
持
さ
れ
た
。

今
回
は
、
銭
屋
が
本
業
呉
服
商
以
外
の
分
野

へ
事
業
展
開
し
て
い
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く
方
策
と
し
て
、
別
家
に
紙

・
質

。
米

・
蝿
な
ど
別
種
の
商
い
を
さ

せ
、
独
立
採
算
性
を
取
ら
せ
な
が
ら
営
業
部
門
を
拡
大
し
て
い
っ
た

こ
と
を
示
す
史
料
を
選
ん
で
あ
げ
て
み
た
。
別
家
と
は
、
い
わ
ゆ
る

暖
簾
分
け
の
こ
と
で
あ
り
、
本
来
主
家
か
ら
暖
簾
を
分
け
て
も
ら
っ

て
新
し
い
店
を
出
し
、
商
売
は
同
じ
商
売
を
続
け
る
こ
と
が
多
い
。

銭
屋
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
呉
服
商
で
は
な
く
、
別
種
の
商
い
を
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
別
家
と
は
本
家
の
営
業
を
拡
張
す
る
こ
と

で
も
あ

っ
た
。

二

史
料
は
、
紙
店
開
業
に
関
す
る
史
料
六
点
、
質
店

。
米
問
屋

。
蟷

方
支
配
に
関
す
る
史
料
五
点
、
お
よ
び
別
宅
経
営
に
関
す
る
史
料

一

点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
解
説
を
加
え
て
お
こ
う
。

〔史
料
―
〕
は
元
文
元
年

（
一
七
一量
Ｃ

十

一
月
、
別
家
し
て
紙
店

を
開
業
す
る
際
に
、
本
家
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
三
ヵ
条
の
約
定
で

あ
る
。
本
家
は
銭
屋
利
兵
衛
、
別
家
は
堺
屋
源
助
で
あ
る
。

約
定
は
源
助
が
別
家
す
る
に
当
た
っ
て
の
条
件
と
、
そ
れ
を
本
家

に
対
し
守
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
第

一
条
に
は
、
紙
店
営
業

の
国
株
が
本
家
銭
屋
利
兵
衛
の
所
持
株
で
、
源
助
が
そ
れ
を
預
か
る

か
た
ち
を
取

っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
以
前
に
は
堺
屋
善
右
衛
門
が
紙

国
株
を
持
ち
、
大
坂
関
係
は
善
右
衛
門
、
京
都
は
利
兵
衛

の

「名

分
」
（名
義
）
で
商
売
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
あ
ら
た
に
源
助

へ

預
け
、
京
都
紙
店
も
源
助
名
分
で
売
買
す
る
よ
う
に
変
更
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
営
業
に
関
す
る
最
終
決
定
権
は
本
家
に
あ

っ
た
。
営
業

の
変
更

・
拡
大
、
特
別
な
、
ま
た
臨
時
の
金
銀
入
用
に
つ
い
て
は
本

家
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

「格
別
新
敷
取

組
」
「金
銀
格
別
之
入
用
」
は

「御
下
辞
を
請
候
而
相
勤
可
申
候
事
」

と
あ
り
、
ま
た

「手
代
」
の
雇
い
入
れ
に
つ
い
て
も
指
図
を
受
け
て

召
し
抱
え
る
と
記
し
て
い
る

（第
二
条
）。

こ
の
ほ
か
第
二
条
に
は
、
給
銀

・
飯
料
、
京

。
大
坂
紙
屋
組
の
仲

間
入
用
銀
、
京
都

。
大
坂
間
の
往
復
交
通
費
用
、
生
活
費
、
下
女

・

小
者
等
の
雇
用
な
ど
、
実
質
的
な
営
業

。
人
件
費
は
源
助
が

「自
分

賄
」
で
処
理
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
ま
た
別
家
し
た
本
人
の
係

累
は
相
続
で
き
な
い
と
い
う
慣
例
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
も
病
死
し
た

場
合
に
は

「跡
式
」
の
こ
と
は

「御
下
辞
次
第
」、
ま
た
親
類
の
者

た
ち
が

「私
欲
ヶ
間
敷
事
」
を
し
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
条
に
は
、
店
の
勘
定
決
済
期
が
規
定
さ
れ
る
。
紙
屋
組
中
の

「惣
算
用
」
が
毎
年
十
二
月
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
毎
年
正
月
二
十
五

日
に
諸
帳
面
に
よ
っ
て
、
京

・
大
坂
の

「店
卸
」
を
行
い
、
勘
定
を
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立
て
る
こ
と
と
、
店
の
仕
切
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。

〔史
料
２
）
は
元
文
五
年
五
月
付
け
の
書
付
で
あ
る
。
別
家
源
助

の
店
の
営
業
成
績
が
芳
し
く
な
い
た
め
に
、
本
家
か
ら
営
業
条
件
に

対
し
て
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
源
助
が
そ
れ
に
対
し
て
利
足
支
払
い

や
上
納
銀
の
変
更

。
猶
予
を
求
め
た
書
付
で
あ
ろ
う
。
五
項
目
か
ら

成

っ
て
い
る
が
、
そ
の
第

一
条
に
、
「利
潤
少
ク
思
召

二
相
叶
申
間

敷
、
是
而
已
気
毒
奉
存
候
」
と
あ
り
、
元
年
か
ら
四
年
経
過
し
て
い

る
が
、
営
業
は
軌
道
に
乗
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
家
か
ら
い
く
つ
か
の
条
件
が
提
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
源
助
は

そ
れ
に
対
し
、
逆
に
条
件
を
提
示
し
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
は
基
本

的
に
は
営
業
条
件
の
変
更
を
求
め
た
窺
い
書
で
あ
る
が
、
別
家
す
る

際
に
本
家
が
提
供
し
た
元
手
銀
、
そ
の
返
済
、
利
潤
の
上
納
制
な
ど

い
く
つ
か
の
条
件
も
見
え
る
。

第
二
条
に
は

「紙
方
元
手
銀
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
店

の

「常
有
物
代
」
で
、
運
営
資
金
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
源
助
が

「弐

拾
五
貫
目
」
を
元
手
に
別
家
し
、
そ
れ
を
毎
年
請
け
取
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
年
中
の
売
買
を
行

っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
上
が
る
利
潤

の
う

ち

で
店

の
諸
雑
費

を

支

払

い
、
残

っ
た

分

の

「七
分
」

（七
％
）
を
本
家
に
上
納
し
て
い
た
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。

運
営
資
金
二
五
貫
目
と
そ
の
利
足
支
払
い
が
負
担
で
あ
っ
た
よ
う

で
、
実
際
に
は
店
の

「常
有
物
」
は

一
五
貫
目
か
ら
二
〇
貫
目
の
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
二
五
貫
目
に
対
応
す
る
利
足
を
出
す
と

店
の
勘
定
が
合
わ
な
く
な
る
、
も
う
少
し
考
慮
し
て
ほ
し
い
と
訴

え
、
す
ぐ
に
は
請
け
ら
れ
な
い
と
も
記
し
て
い
る

（第
二
条
）。

ま
た
第
四
条
に
は
質
方
貸
付
銀
と
し
て
、
五
〇
貫
目
を
拝
借
し
て

お
り
、
そ
の
返
済
に
つ
い
て
も
督
促
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

質
方
に
つ
い
て
も
、
利
銀
の
う
ち
七
朱
を
本
家

へ
上
納
す
る
と
し
て

い
る
。
な
お
源
助
は

〔史
料
７
〕
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
質
方
支
配

も
元
文
三
年
十
二
月
に
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
家
が
こ
の
年
に

質
屋
仲
間
に
加
わ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

源
助
は
本
家
銭
屋
か
ら
別
家
に
よ
る
紙
方

・
質
方
支
配
を
預
け
ら

れ
た
が
、
第
五
条
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
質
方
は
と
も
か
く
紙
方

は
利
潤
が
上
が
ら
ず
、
本
家

へ
の
上
納
は
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
源
助
は
質
方
の
儲
け
の

一
部
を
紙
方

へ
回
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
と
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。
「過
上
銀
何
程
御
座

候
共
、
右
紙
元
手
銀

二
御
渡
シ
被
下
候
、
弐
拾
貫
目
之
内

へ
元
済
ニ

返
上
仕
度
奉
願
候
、
左
候
得
者
紙
元
手
銀
御
渡
し
方
高
年
々
二
す
く

な
く
相
成
、
御
本
家
御
世
話
も
か
ろ
く
相
成
、
次

二
者
私
身
上
も
御

影
二
而
相
続
仕
」
と
あ
る
。

別
家
は
あ
く
ま
で
も
独
立
採
算
性
の
維
持
と
本
家

へ
の
利
潤
の
上
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納
が
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
後

も
紙
方
の
営
業
は
芳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔史
料
３
〕
は
別
家
源
助
が
寛
保
二
年

（
一
七
四
一
こ

二
月
朔
日
付

け
で
、
本
家
に
対
し
紙
方
元
手
銀
に
質
方
の
儲
け
分
を
繰
り
入
れ
る

こ
と
を
求
め
た
口
上
書
で
あ
る
。
こ
の
年
に
な
っ
て
も
紙
方
は
ほ
と

ん
ど
利
潤
が
上
が

っ
て
い
な
か
っ
た
。
冒
頭
に
、
紙
方
質
方
支
配
は

相
変
わ
ら
ず
申
し
付
け
ら
れ
、
質
方
は

「御
定
之
利
銀
茂
相
納
」
め

て
い
る
け
れ
ど
も

「紙
方
徳
用
無
之
故
、
御
本
家

へ
相
納
り
候
徳
用

無
御
座
、
其
上
売
掛
も
相
滞
、
手
代
共
引
負
彼
是
以
御
心
二
相
叶
不

申
」
と
あ
る
。
こ
の
た
め
源
助
は
質
方
の

「徳
用
」
を
紙
方
の

「元

銀
」
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
れ
る
よ
う
に
求
め
た
の
で

あ
る
。

〔史
料
４
〕
は

〔史
料
３
〕
と
同
主
旨
の
書
付
で
あ
る
。
寛
保
二
年

二
月
付
け
と
な

っ
て
お
り
、
証
人
も
付
け
ら
れ
、
包
紙
に
は

「紙
方

定
證
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
さ
き
の
要
求
が
本

家
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
、
あ
ら
た
な
別
家
紙
方
支
配
の
定
証

文
と
な
っ
て
い
る
。

〔史
料
５
〕
は

〔史
料
３
〕
で
の
源
助
の
要
求
が
さ
ら
に
具
体
化
さ

れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
要
求
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
紙

方
の
店
を
仕
舞
い
た
い
と
記
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
新
た
な
紙
方
元
手
銀
高
が
三
二
貫
日
、
ま
た
質

方
の
利
益
を
紙
方
損
銀
に
回
す
こ
と
、
質
方
利
銀
を
七
〇
貫
目
で
七

朱
か
五
〇
貫
目
で
五
朱
半
の
い
ず
れ
か
に
す
る
こ
と
、
な
ど
を
二
月

の
時
点
で
差
し
上
げ
た
が
、
ま
だ
返
答
が
な
い
の
で
改
め
て
願
書
を

出
し
た
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
願
書
の
通
り
に
し
て
も
ら
う
と
な
ん
と
か
相
続
で
き
る

と
も
記
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
ば

「奉
公
之
障
」
に
な
る
の
で

店
を
仕
舞
い
た
い
と
再
度
念
を
押
し
て
い
る
。

〔史
料
６
〕
は
寛
保
三
年
正
月
付
け
で
、
要
求
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
源
助
の
営
業
計
画
が
認

め
ら
れ
て
、
紙
方

・
質
方
の
営
業
が
継
続
さ
れ
た
。

〔史
料
７
〕
は
銭
屋
の
質
方
仲
間

へ
の
加
入
、
〔史
料
ι

〔史
料

９
〕
は
同
じ
く
大
津
米
間
屋
仲
間

へ
の
加
入
と
、
い
ず
れ
も
別
家
に

よ
る
開
業
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
年
次
は
元
文
三
年

。
四
年
で
あ

り
、
紙
方
の
別
家
に
よ
る
開
業
と
関
連
す
る
銭
屋
の
事
業
展
開
の

一

端
を
示
す
史
料
で
も
あ
る
。
特
に
、
別
家
と
新
規
仲
間

へ
の
加
入
が

元
文
年
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

〔史
料
１０
〕
〔史
料
＝
〕
も
元
文
四
年
の
別
家
に
よ
る
蟷
方
支
配
に

関
わ
る
別
家
証
文
で
あ
る
。
〔史
料
＝
〕
は
証
人
の
死
亡
に
よ
っ
て

作
り
直
さ
れ
た
同
趣
旨
の
証
文
で
あ
る
。
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〔史
料
１２
〕
は
こ
の
よ
う
な
別
家
経
営
が
破
綻
し
、
別
家
し
た
本

人
が
死
亡
し
た
と
き
の
事
後
処
理
の
概
要
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
源

蔵
は
幼
少
か
ら
奉
公
し
て
別
家
さ
せ
て
も
ら
え
る
ま
で
に
成
長
し
た

人
物
で
あ

っ
た
。

史
料
に
よ
る
と
、
商
売
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
ず
、
本
家
か
ら
の

元
手
銀
や
拝
借
金
銀
に
手
を
付
け
、
そ
れ
を
気
に
病
ん
で
病
死
し
た

た
め
に
、
そ
の
後
の
店
や
家
族
の
処
遇
に
つ
い
て
、
本
家
に
断
り
を

い
れ
た
も
の
で
あ
る
。
差
出
人
は
源
蔵
の
母
と
証
人
二
人
で
あ
っ

た
。
別
家
相
続
の

一
端
を
示
す
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

な
お
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
適
宜
読
点
を
入
れ
た
が
、
で
き
る
か
ぎ

り
原
文
の
体
裁
を
再
現
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
。
基
本
的
に
は

異
体
字

・
略
字

・
変
体
か
な
、
わ

。
二
而
な
ど
慣
用
さ
れ
て
い
る
用

字
に
つ
い
て
は
原
文
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
ま
た
（　
）内
の
漢
数
字

は

『中
島
家
文
書
目
録
』
の
文
書
番
号
で
あ
る
が
、
掲
載
史
料
の
表

題
は
必
ず
し
も
目
録
の
ま
ま
で
は
な
い
。
ご
了
承
願
い
た
い
。

【紙
屋
仲
間
】

〔史
料
―
〕
紙
屋
店
閥
株
支
配
に
つ
き
定

（四
四
四
）

定
證
文
之
事

一
此
度
堺
屋
善
右
衛
門
殿
紙
国
株
譲
請
被
成
候

二
付
、
則
大
坂
諸
御

蔵
方
御
名
分
者
堺
屋
善
右
衛
門

二
而
相
立
、
京
都
紙
屋
御
組
中
者

銭
屋
利
兵
衛
与
申
御
名
分
二
御
座
候
、
右
国
株
私

へ
御
預
ヶ
支
配

被
仰
付
難
有
惟

二
預
り
申
所
実
正
明
白
也
、
何
時
・一而
茂
御
不
審

之
儀
御
座
候

ハ
ヽ
、
右
之
閥
株
支
配
井
有
合
候
代
物
等
不
残
御
取

上
可
被
成
候
、
其
時

一
言
之
申
分
仕
間
敷
候
、
尤
国
株
之
外
紙
類

二
付
各
別
新
敷
取
組
事
有
之
候
歎
、
金
銀
各
別
之
入
用
事
候

ハ
ヽ
、
御
下
辞
を
請
候
而
相
勤
可
申
候
事
、

一
京
都
紙
店
之
儀
者
私
名
分
・一而
売
買
仕
候
得
共
、
紙
方
手
代
之
儀
者

時
々
御
指
図
を
以
召
抱
可
申
候
、
万

一
右
手
代
之
内
取
逃

・
欠
落

等
仕
候
而
損
銀
御
座
候

ハ
ヽ
勘
定
被
遂
御
吟
味
御
本
家
私
両
損

ニ

被
成
可
被
下
候
、
右
給
銀
・飯
料
井
京
。大
坂
紙
屋
組
中
入
用
銀
、

大
坂
往
来
諸
入
用
等
者
紙
徳
用
銀
之
内
る
御
払
被
成
可
被
下
候
、

其
外
私
之
世
帯
向
入
用
・宿
代
井
下
女
・小
者
等
召
抱
候
共

一
切
御

本
家

へ
負
不
申
、
私
自
分
賄

二
可
仕
候
、
尤
病
死
仕
候

ハ
ヽ
、
其

時
御
下
辞
次
第
跡
式
之
儀

二
付
御
預
ヶ
之
株

。
有
物
等
者
不
及

申
、
私

一
分
之
身
代

二
付
て
茂
親
類
と
も
る
私
ヶ
間
敷
事
存
念
申
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分
仕
間
鋪
候
、
御
下
辞
次
第
相
立
可
申
候
事
、

一
京
。大
坂
持
代
物
・代
銀
之
儀
者
時
々
有
代
物

二
応
シ
銀
子
入
用
之

節
、
別
紙
證
文
を
以
御
渡
シ
可
被
下
候
、
勘
定
之
儀
者
紙
屋
組
中

惣
算
用
毎
年
十
二
月
二
仕
切
御
座
候
、
尤
京

。
大
坂
有
代
物
店
卸

等
仕
、
毎
年
正
月
廿
五
日
限
二
相
定
請
払
帳
面
を
以
無
相
違
勘
定

相
立
可
申
事
、

右
之
通
此
度
御
定
支
配
之
儀
被
仰
付
御
請
申
上
候
処
実
正
也
、
不
限

多
少
私
欲
ヶ
間
敷
儀
御
座
候

ハ
ヽ
御
咎
之
上
何
分
被
仰
付
、
上

二
一

言
申
分
無
御
座
候
、
為
後
證
、
併
而
如
件

元
文
元
年
辰
十

一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
人

岬
野

離
佐

』
衛

岬
¨

銭
屋
利
兵
衛
様

〔史
料
２
〕
紙
方
店
支
配
に
つ
き
窺
い
書
付

（七
六
〇
）

乍
恐
書
付
ヲ
以
御
窺
奉
申
上
候

一
紙
方
之
儀
是
迄
段
々
御
預
を
以
御
見
世
支
配
仕
、
外
聞
実
儀
難
有

仕
合
奉
存
候
、
併
利
潤
少
ク
思
召
二
相
叶
申
間
敷
、
是
而
己
気
毒

奉
存
候
、
連
々
見
世
古
ク
相
成
候

ハ
ヽ
相
応
之
徳
用
可
有
御
座
様

二
奉
存
候
、

一
先
達
亜
死
出
銀
入
方
之
義
都
合
下
直

二
被
成
、
利
足
相
加
出
納
仕

候
様

二
も
可
被
成
下
旨
被
為
仰
出
候
趣
奉
承
知
候
、
早
速
御
請
申

上
度
奉
存
候
得
共
、
と
く
と
私
賄
工
面
仕
候
而
御
請
申
上
度
、
差

掴
罷
有
候
、
見
世
常
有
物
凡
銀
拾
五
貫
目
る
弐
拾
貫
日
程
御
座
候

処
、
右
常
有
物
代
銀
二
利
足
差
上
候
而
者
年
中
之
勘
定
合
不
申
候

間
、
此
段
御
了
簡
を
以
被
仰
渡
被
下
度
候
、
乍
憚
私
存
知
付
候

段
、
左

二
申
上
候
間
御
覧
之
上
御
心
二
相
叶
不
申
候

ハ
ヽ
、
何
ヶ

様

二
も
被
仰
付
可
被
下
候
、
毛
頭
無
違
背
相
守
可
申
候
蔓
、

一
銀
弐
拾
五
貫
目
　
　
　
　
　
紙
方
元
手
銀

右
者
紙
見
世
常
有
物
代
、
此
銀
高
を
以
年
中
売
買
仕
、
右
徳
用
之

内
一一而
是
迄
被
仰
渡
候
通
、
見
世
諸
雑
用
相
払
、
残
ル
徳
用
七
分

上
納
仕
度
奉
存
候
、

井
二
大
坂
蔵
掛
問
屋
払
仕
切
等
相
ク
さ
ら
し
節
、
右
弐
拾
貫
目

之
外
凡
五
貫
目
る
拾
貫
目
迄

二
て
ハ
相
勤
り
申
候
間
、
右
入
用

之
節

ハ
時
々
御
取
替
被
下
度
奉
願
候
、
集
り
次
第
利
足
七
朱
日

廻
シ
相
加
返
納
仕
度
奉
存
候
、

一
銀
五
拾
貫
目
　
　
　
　
　
七
朱
日
廻
シ

右
者
質
方
貸
付
銀
二
拝
借
仕
度
奉
願
候
、
右
銀
高
者
凡
を
申
上
置

候
、
右
之
内
弐
拾
三
拾
二
而
相
済
申
儀
も
可
有
御
座
候
、
急
度
相

定
候
高

二
而
者
無
御
座
候
、
尤
定
十
二
ヶ
月
切
返
上
可
仕
候
、
集
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り
銀
御
座
候
節

ハ
切

二
相
成
不
申
候
と
も
内
納
仕
度
奉
願
候
、

一
紙
方
徳
用
三
分
通
質
方
利
潤
と
も
年
生
局
下
者
可
有
御
座
候

得
共
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
得
者
七
朱
利
銀
差
上
候
而
、
残

ル
徳
用
之
儀
者
乍
恐
私
身
上
年
中
出
入
勘
定
仕
、
過
上
銀
何
程
御

座
候
共
、
右
紙
元
手
銀

二
御
渡
シ
被
下
候
弐
拾
貫
目
之
内

へ
元
済

二
返
上
仕
度
奉
願
候
、
左
候
得
者
紙
元
手
銀
御
渡
し
方
高
年
々
ニ

す
く
な
く
相
成
、
御
本
家
御
世
話
も
か
ろ
く
相
成
、
次

二
者
私
身

上
も
御
影
二
而
相
続
仕
、
無
別
条
相
勤
候
上
・一而
者
、
末
々
勝
手

も
宜
相
成
可
申
様

二
奉
存
候
間
、
此
旨
乍
恐
御
考
之
上
何
ヶ
様
と

も
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
、
己
上

元
文
五
年
申
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
　
屋
源
　
助

中
嶋
利
兵
衛
様

御
申
上

〔史
料
３
〕
紙
方
店
支
配
に
つ
き
窺
い
口
上

（七
六
こ

乍
憚
奉
窺
口
上
之
覚

一
紙
方
質
方
支
配
不
相
変
被
仰
付
外
聞
実
儀
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然

所
質
方
之
儀
者
御
定
之
利
銀
茂
相
納
、
私
方

・震

御
預
蒙
候

得
共
、
紙
方
徳
用
無
之
故
、
御
本
家

へ
相
納
り
候
徳
用
無
御
座
、

其
上
売
掛
も
相
滞
、
手
代
共
引
負
彼
是
以
御
心
二
相
叶
不
申
、
乍

憚
私
儀
も
心
気
越
痛
申
候
、
殊
右
両
用
二
而
者
帳
合
多
ク
乍
存
御

奉
公
も
か
け
申
候
間
、
右
紙
方
之
儀
前
以
奉
申
上
候
通
、
向
後
随

分
小
前

二
仕
度
奉
存
候
、
右

二
付
御
願
之
趣
左

二
書
付
御
窺
奉
申

上
候
間
、
い
か
様
共
御
下
知
奉
願
上
候
支
、

一
紙
方
銀
高
帳
面
之
通
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
併
右
売
掛
残
銀
等

急
々
取
集
り
不
申
、
殊

二
此
末
商
内
場
二
仕
候

二
付
テ
ハ
、
別
而

相
滞

二
相
成
可
申
奉
存
候
、
然
者
紙
方
銀
高
弐
拾
弐
〆
匁
切

二
而

見
世
取
続
、
随
分
銀
子
取
集
メ
、
右
之
銀
高
相
減
シ
申
度
奉
存

候
、
左
候
得
者
、
此
末
別
而
徳
用
も
薄
キ
方

二
奉
存
候
間
、
是
迄

手
代
・
子
共
飯
料
・
給
銀
等
右
之
内
る
被
下
置
候
得
共
、
向
後
私
方

賄

二
可
仕
奉
存
候
、
左
候

ハ
ヽ
、
紙
方

二
少
々
徳
用
相
見

へ
可
申

候
、
右
徳
用
を
以
損
銀
等
入
合
セ
申
度
奉
存
候
、
併
見
世
二
人
ノ

者
雑
用

一
ヶ
年
二
凡
壱
貫
目
計
も
入
申
候
処
、
私
賄

二
仕
候
而
者

相
続
か
た
く
奉
存
候
、
是
迄
質
方
銀
高
五
拾
貫
目
迄
と
被
仰
渡
候

得
共
、
只
今
迄
紙
方

へ
銀
高
御
出
し
被
下
候
代
り
と
思
召
、
今
三

拾
貫
目
計
月
七
朱
八
ヶ
月
切
二
被
成
、
質
方
御
増
支
配
被
仰
付
被

下
候

ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
右
願
之
通
弥
被
仰
付
被
下
候
得
者
御
本

家

へ
年
分
凡
金
百
匁
余

ハ
丈
夫

二
相
納
り
、
乍
憚
私
儀
も
渡
世
仕

儀

二
御
座
候
、
誠
恐
多
奉
存
候
得
共
右
御
願

二
而
私
身
上
取
続
、

年
々
過
上
銀
等
御
座
候
、
多
少

二
不
限
紙
方
元
銀
之
内

へ
御
引
取
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被
遊
可
被
下
候
、
何
ヶ
様

二
紙
方
引
請
銀
無
相
違
皆
納
仕
度
願
望

御
座
候
間
、
此
段
御
賢
慮
を
以
御
下
知
奉
蒙
度
奉
願
上
候
、
尤
右

紙
方
不
足
銀
御
引
当
二
者
、
則
私
幼
年
わ
御
家

二
相
勤
年
来
御
恩

を
請
候
出
入
候
奉
入
御
覧
候
間
、
右
有
銀
其
外
私
家
財
等
右
代
り

と
可
被
思
召
、
御
不
審
之
儀
御
座
候

ハ
ヽ
何
時
成
と
御
取
立
被
遊

可
被
下
候
、
其
時

一
言
之
申
分
無
御
座
候
、
何
分
可
然
御
下
知
奉

願
候
、
以
上

堺
屋

重
々
御
高
恩
黍
奉
存
候
、
右
質
株

二
付
而
者
過
分
銀
高
以
通
御

預
ヶ
被
下
、
利
足
迄
茂
下
直

二
仕
相
納
メ
、
其
余
之
利
分
私

へ
可

被
下
段
黍
奉
存
候
、
尤
此
元
金
銀
何
時
茂
御
入
用
之
節
者
皆
々
早

速
取
入
候
而
、
御
本
家
返
納
可
仕
候
、
其
儀
相
違
仕
間
敷
候
、
質

貸
附
之
帳
面
者
御
預
り
手
代
共
二
得
与
存
弁
さ
セ
、
互

二
吟
味
仕

置
、
此
儀
時
々
入
御
覧
可
申
候
、
尤
御
預
り
之
金
銀
私
儘

二
質
之

外

二
出
シ
申
間
敷
候
、
外
方

へ
出
申
事
候

ハ
ヽ
、
其
時
々
御
窺
可

申
候
、
万

一
私
用
私
欲
之
沙
汰
御
聞
被
下
其
儀
極
り
候

ハ
ヽ
、
右

質
株

。
金
銀
と
も
御
取
上
可
被
成
候
、
其
節
速
二
任
仰
差
上
可
申

候
、
何
之
申
分
無
御
座
候
、
将
又
私
万

一
病
気

二
而
引
籠
候

ハ
ヽ
、
御
預
り
手
代

二
万
端
御
聞
被
下
、
其
上
御
勘
定
等
御
本
家

わ
御
手
代
衆
被
遣
御
聞
可
被
下
候
、
其
上
万

一
二
も
私
病
死
仕
候

ハ
ヽ
、
尤
御
家

二
被
召
置
御
見
世
預
り
候

へ
者
、
御
家
等
も
明
さ

セ
何
方

へ
成
と
も
妻
子
居
住
被
仰
付
可
被
下
候
、
質
株
之
儀
金
銀

と
も
早
速
返
弁
可
仕
候
、
其
節
親
類
共
ち
何
之
願
申
分
致
さ
セ
申

間
敷
候
、
則
当
役
之
人
御
入
被
下
候
而
御
勘
定
等
御
改
さ
セ
可
被

下
候
、
万
端
私
身
分
妻
子
と
も
御
下
知

二
相
順
被
仰
付
被
下
候
通

二
親
類
と
も
な
も
御
請
可
申
候
、
是
迄
段
々
御
心
被
添
被
下
候
身

分

二
候
得
者
、
何
楚
申
上
候
儀
無
御
座
候
、
若
又

尊
公
様
御
病
気
欺
万

一
御
病
死
被
遊
候

ハ
ヽ
、
後
々
二
至
情
出
し

寛
保
弐
成
年
二
月
朔
日

中
嶋
利
兵
衛
様御

申
上

〔史
料
４
〕
紙
方
店
支
配
に
つ
き

一
札

（七
六
一
こ

（包
紙
）

「　
紙
方
定
證
文
　
　
　
　
　
　
　
源
助
　
　
」

一
札
之
事

一
私
儀
年
来
紙
商
売
被
仰
付
、
見
世
御
預
ヶ
被
下
候
処
、
存
儘
徳
用

茂
無
御
座
、
其
上
手
代
共
引
負
杯
も
御
座
候
而
、
何
と
も
難
儀

ニ

奉
存
候
処
、
彼
是
御
了
簡
被
下
、
其
上
質
株
迄
被
仰
付
被
下
、

源
　
助
Θ
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御
家

二
付
夫
々
之
御
下
知
を
請
出
情
可
申
候
、
尤
御

一
家
中
江
尊

方
様
被
仰
含
候
御
筋
目
之
御
方
る
仰
相
洩
申
間
敷
候
、
為
後
日
之

一
筆
、
如
件

寛
保
弐
年
成
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
　
屋
源
　
助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

追
而
請
人
申
上
候
、
右
之
趣
本
人
相
違
無
御
座
候
、
尤
源
助
親
類

中
之
処
御
請
合
御
本
文
之
通
相
違
無
御
座
候
、
源
助
不
届
引
負
仕

候

ハ
ヽ
、
其
節
御
損
掛
ヶ
申
間
敷
候
、
以
上

證
人

平
野
屋
佐
右
衛
門
①

〔史
料
５
〕
紙
店
方
支
配
元
銀
に
つ
き
覚

（七
六
一こ

覚

一
銀
弐
拾
弐
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
方
元
銀

内
六
貫
七
百
目
　
　
　
　
　
　
　
一有
駅
物
訛
頭
細
編
三
拾
七
匁
八
分

三
百
六
拾
八
匁
六
分
　
　
　
有
銀
納
メ

弐
貫
四
百
三
拾
壱
匁
四
分
　
新
株
銀
取
集
メ
納

〆
九
貫
五
百
目

残
而
拾
弐
貫
五
百
目

右
掛
損
手
代
引
負
銀
諸
帳
御
吟
味
可
被
下
候
、
此
銀
壱
ヶ
年
二
壱
貫

目
宛
私
方
る
相
立
申
度
奉
願
上
候
、

一
銀
高
七
拾
貫
日
、
利
七
朱

二
而
質
方
支
配
被
仰
付
候
欺
、
又
者
五

拾
貫
目
二
而
利
五
朱
半

二
被
成
、
紙
方
損
銀
相
埋
候
迄
利
銀
御
引

下
ヶ
支
配
被
仰
付
被
下
候
欺
、
右
何
れ
成
共
御
許
容
被
遊
被
下
候

得
者
御
影
を
以
私
身
上
も
相
続
可
仕
奉
存
候
間
、
如
何
様
と
も
御

下
知
奉
願
候
、

但
シ
右
銀
子
何
れ
成
と
も
被
仰
付
被
下
候

ハ
ヽ
、
元
銀
預
り
證

文
差
上
置
、
六
ヶ
月
切

二
勘
定
仕
、
半
季
ノ
ヽ

二
利
銀
差
上
證

文
相
改
申
度
候
、
尤
貸
残
り
銀

・
戻
り
銀
御
座
候
節
ハ
別
紙
通

帳
を
以
相
納
置
、
右
戻
り
歩
日
廻
し
二
被
成
、
利
銀
相
納
メ
候

内
二
而
差
引
被
遊
被
下
度
奉
願
候
、
且
又
貸
付
帳
面
何
時
・一而
も

御
覧
可
被
下
候
、
質
物
棚
卸
之
節

ハ
御
本
家
あ
御
人
被
下
候
而

御
改
メ
被
遊
可
被
下
候
、

乍
恐
当
二
月

二
書
付
差
上
置
候
処
、
未
何
れ
と
も
不
被
仰
渡
候

ニ

付
、
又
々
此
節
相
改
メ
願
書
両
通
差
上
申
候
、
菟
角
思
召
二
相
叶
不

申
様

二
奉
存
候
間
、
紙
方
見
世
相
仕
舞
、
損
銀
之
処
壱
ヶ
年

二
壱
貫

目
宛
返
上
仕
度
奉
存
候
、
右
之
通
を
以
御
了
簡
奉
願
候
、
然
共
是
迄

之
通
御
借
屋

二
被
差
置
候
欺
、
又
者
何
方

へ
成
と
も
御
本
家
御
近
辺
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へ
借
宅
仕
、
子
共
も
壱
人
ハ
暇
遣
シ
質
方
計
之
儀

二
御
座
候

ヘ
ハ
六

兵
衛
卜
子
共

一
人
、
此
両
人
一一而
相
勤
申
度
候
、
尤
右
両
人
賄
之
儀

私

へ
被
下
候
利
銀
之
内
二
而
相
賄
可
申
候
、
銀
高
之
儀
御
増
被
仰
付

被
下
候
欺
、
又
者
利
銀
御
引
下
ヶ
被
仰
付
被
下
候

ハ
ヽ
難
有
可
奉
存

候
、
併
御
心

二
相
叶
不
申
儀

二
御
座
候

ハ
ヽ
、
如
何
様
二
も
御
下
知

被
遊
可
被
下
候
、
右
願
成
就
仕
候

ヘ
ハ
私
身
上
も
相
立
、
何
れ
も
身

命
相
続
仕
儀

二
御
座
候
間
、
御
堅
慮
を
以
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上

候
、

右
願
之
通
被
仰
付
被
下
候

へ
者
、
凡

弐
貫
百
匁
　
　
　
　
　
　
質
方
利
銀

五
百
五
拾
匁
　
　
　
　
　
御
屋
敷
元
五
貫
目
之
利
銀

弐
百
拾
五
匁
　
　
　
　
　
給
銀

壱
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
被
下
銀

〆
三
〆
八
百
六
拾
五
匁

内
壱
貫
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
方
返
上
銀

三
貫
七
百
匁
　
　
　
　
　
賄
銀
諸
入
用

〆
四
貫
七
百
匁

差
引
八
百
匁
計
不
足

右
之
通
・一而
大
方
取
続
申
候
、
少
々
不
足
仕
候
儀
者
年
分
検
約
仕
相

凌
申
度
奉
存
候
、
併
此
願
も
不
宜
被
思
召
上
候

ハ
ヽ
、
別
紙
之
通
被

仰
渡
被
下
度
奉
窺
候
、
己
上

寛
保
弐
年
成
八
月

中
嶋
利
兵
衛
様

源
　
助
①

覚

一
銀
弐
拾
弐
貫
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
方
元
銀

内九
貫
五
百
目
　
　
　
　
　
　
　
賄
難渤
続
鰍川酬
輯
候

残
　
拾
弐
貫
五
百
目
　
　
売
掛
損
手
代
引
負

右
損
銀
最
初
御
定
證
文

二
被
仰
付
候
通
、
諸
帳
御
吟
味
之
上
両
損

二
被
成
下
候
得
者

六
貫
弐
百
五
拾
匁
　
　
源
助
る
可
相
納
筈

但
此
銀
私
有
銀
五
貫
匁
預
り
被
下
候
銀
御
引
取
可
被
下
候
、

残
壱
〆
弐
百
五
拾
匁
才
覚
次
第
返
上
可
仕
候
、

合
テ
　
拾
五
貫
七
百
五
拾
匁
　
　
相
納
ル

右
引
残
而
六
貫
弐
百
五
拾
匁
御
本
家
損
銀

二
相
成
申
候
、
私
仕
合
次

第
急
度
返
上
仕
候
間
、
御
指
図
次
第
如
何
様
之
證
文
二
而
も
差
上
可

申
候
、

一
質
方
之
儀
追
々
相
済
申
候
様

二
口
々
申
出
シ
、
質
株
相
仕
舞
可
申
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候
哉
、
又
者
私
名
分
之
儀
御
切
替
被
成
、
何
れ
成
と
も
被
仰
付
可

被
下
候
哉
奉
窺
候
、

乍
恐
申
上
候
、
私
儀
紙
方

・
質
方
支
配
之
儀
被
仰
付
外
聞
実
儀
難
有

奉
存
候
処
、
私
不
運
二
而
徳
用
も
無
御
座
、
殊

二
損
銀
出
来
仕
迷
惑

至
極

二
奉
存
候
、
其
上
右
御
店
支
配
仕
候
二
付
何
と
申
ふ
ん
諸
支
思

召
二
相
叶
不
申
、
却
而
御
奉
公
之
障
二
相
成
申
候
間
、
此
節
右
之
通

二
而
相
仕
舞
、
妻
子

・
家
内
之
者
と
も
何
方

へ
成
と
も
相
願
付
、
身

柄
・一而
相
勤
申
度
奉
存
候
、
尤
諸
道
具
少
々
御
座
候
間
、
是
も
紙
方

損
銀
之
内

へ
差
上
申
度
奉
存
候

へ
と
も
、
此
儀
者
妻
子
相
頼
付
候
入

用
二
売
払
申
度
候
間
被
下
置
候

ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
尤
離
縁

ハ
仕

居
申
候
得
共
、
実
父
母
も
御
座
候
処
、
是
迄

ハ
御
願
を
以
合
力
も
仕

遣
シ
候
得
共
、
是
も
カ

ニ
及
不
申
、
懸
母
儀
も
黒
谷
宿
坊

二
而
も
相

頼
相
か
ま
い
も
ら
い
可
申
と
奉
存
罷
有
候
、
何
分
御
厚
恩
請
候
私
儀

二
而
御
座
候

ヘ
ハ
、
独
身
二
而
御
遣
被
遊
可
被
下
候
、
親
。妻
子
御
座

候
而
ハ
御
心
遣

・
御
物
入
も
多
ク
御
座
候
而
万
吏
私
不
任
心
儘
迷
惑

奉
存
候
間
、
如
此
御
座
候
、
何
分
不
調
法
成
私

二
御
座
候
間
御
了
簡

を
以
御
遣
被
遊
被
下
候
様

二
奉
願
上
候
、
以
上

戌
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
　
助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

〔史
料
６
〕
紙
見
世
代
物

。
代
銀
預
り
証
文

（七
六
五
）

預
り
申
銀
子
之
支

合
銀
拾
八
貫
目
也

右
者
紙
見
世
代
物

・
代
銀
二
惟

二
預
り
申
所
実
正
也
、
有
代
物
売
立

井
掛
銀
取
集
メ
次
第
急
度
返
上
可
仕
候
、
為
後
日
預
り
證
文
、
働
而

如
件

寛
保
三
年
亥
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺

屋

源

助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

但
本
文
之
銀
子
者

申
十

一
月
廿
五
日

酉
二
月
十
七
日

同
二
月
廿
七
日

同
四
月
廿
八
日

同
六
月
廿
六
日

右
之
通
請
取
申
上
候
処
、
先
達
而
書
上
候
通
、
手
代
引
負
銀
井
二
掛

銀
相
滞
候

二
付
、
願
書
差
上
候
得
者
、
質
方
之
儀
願
之
通
支
配
被
仰

付
被
下
候
、
然
上
者
向
後
手
代

・
子
者
飯
料
質
方
利
銀
之
内
ι
相

賄
、
右
滞
銀
之
内

へ
壱
ヶ
年

二
銀
壱
貫
匁
宛
無
相
違
返
上
可
仕
候
、

為
後
日
、
奥
書
側
而
如
件
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亥
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
屋
源
助
①

（裏
書
）

子
正
月

一
表
書
之
内

へ
銀
壱
貫
匁
返
上

丑
正
月

一
表
書
之
内

へ
銀
壱
貫
匁
返
上
　
残
元
拾
六
貫
匁
也

（端
書
）

紙
方
銀
拾
八
貫
匁

【質
屋
仲
間
】

〔史
料
７
〕
質
屋
仲
間
名
分
看
板
申
し
請
け
に
つ
き
約
定

（七
五
五
）

一
札
之
事

一
此
度
質
屋
仲
間
江
相
加
り
、
私
名
分

二
而
看
板
申
請
候
、
然
上
者

質
物
置
主

・
請
人
等
時
々
吟
味
之
上
取
組
可
申
候
、
万

一
如
何
様

之
難
渋
出
来
仕
候
共
何
方
迄
茂
罷
出
急
度
引
請
、
其
埒
可
仕
候
、

尤
金
銀
元
利
出
入
之
儀
者
此
方

二
印
置
候
帳
面
直

二
差
上
勘
定
相

立
可
申
候
、
勿
論
小
質
之
儀
者
此
方

二
而
相
究
可
申
候
得
共
、
銀

高
之
入
替
申
来
候

ハ
ヽ
御
窺
申
上
、
御
下
知
を
請
取
組
可
仕
候
（

為
後
日
之
、
側
而
一
札
如
件

元
文
三
午
年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堺
　
屋
　
源
　
助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

【米
屋
仲
間
】

〔史
料
８
〕
大
津
蔵
屋
敷
支
配
方
引
き
受
け
に
つ
き

一
札

（七
五
工Ｏ

一
札
之
事

一
此
度
大
津
米
屋
町
御
蔵
屋
鋪

へ
私
被
差
下
、
諸
事
支
配
方
之
儀
被

仰
付
難
有
御
請
申
上
候
、
御
公
儀
様
御
法
度
之
御
儀
者
不
及
申
、

御
町
儀
等
急
度
入
念
相
守
可
申
候
、
惣
而
商
売
方
之
儀

二
付
取
組

事
御
座
候

ハ
ヽ
、
京
都

へ
御
問
合
仕
、
御
指
図
を
請
相
究
可
申

候
、
勿
論
毎
月
支
配
方
被
差
下
候
節
者
諸
帳
面
御
断
金
銀
出
入
等

御
吟
味
可
被
下
候
、
且
又
相
場
吏
自
分
商
等

一
切
仕
間
鋪
候
、
其

外
御
不
審
ヶ
間
敷
儀
御
座
候

ハ
ヽ
、
被
為
御
聞
キ
付
次
第
如
何
様

と
も
被
仰
付
可
被
下
候
、
万
事
京
都
江
御
窺
申
上
、
御
下
知
を
請

相
勤
可
申
候
、
為
後
日
之
、
定
證
文
、
併
而
如
件

元
文
四
未
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
　
助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

〔史
料
９
〕
大
津
米
問
屋
株
譲
り
請
け
に
つ
き

一
札

（七
五
九
）

一
札
之
吏

一
大
津
米
問
屋
株
御
譲
請
、
仲
間
中
江
御
加
り
被
遊
候

二
付
而
者
、
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仲
間
式
法
之
趣
無
滞
相
勤
可
申
候
、
其
外
米
方
蔵
入
等
二
付
米
屋

中
与
馴
合
胡
乱
ヶ
間
敷
儀

一
切
仕
間
敷
候
、
尤
米
相
庭
商
之
儀
毛

頭
仕
間
敷
候
、
為
後
日
之
、
依
如
件

元
文
四
年
末
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肇
　
　
嗣
¨

中
嶋
利
兵
衛
様

【蛾
方
支
配
】

〔史
料
Ю
〕
別
宅
に
て
蟷
方
支
配
に
つ
き

一
札

（七
五
八
）

一
札

一
乍
憚
書
付
以
差
上
置
申
候
、
私
儀
当
春
別
宅
被
仰
付
被
下
、
何
角

無
残
所
被
仰
渡

一
生
安
堵
仕
候
、
猶
以
入
念
相
勤
申
候
段
、
於
私

身
分
冥
加
至
極
難
有
奉
存
候
、

一
此
度
蟷
方
支
配
之
儀
於
私
宅
売
買
仕
候
儀
、
御
預
被
下
、
則
御
家

名

二
以
私
名
前
売
買
仕
候
段
奉
長
候
、
右

二
付
金
銀
出
入
井
商
売

筋
之
義
入
念
時
々
買
入
候
共
以
御
窺
其
極
可
仕
候
、
猶
又
売
先
又

者
有
物
等
之
儀
、
帳
面

二
記
置
、
勘
定
可
仕
候
、
其
上
万

一
疑
敷

思
召
候
義
御
座
候
而
御
吟
味
被
仰
付
候
者
、
私
身
分
投
打
御
奉
公

相
勤
申
候
上
者
、
如
何
様
共
御
差
図
之
上
、
何
時

二
不
寄
蟷
方
支

配
差
上
候
様
二
被
仰
付
候
共
違
乱
申
間
敷
候
、
尤
若
又
私
病
死
仕

候
共
、
諸
々
勘
定
之
儀
不
及
申
家
内
共
御
下
知
請
、
如
何
様
共
可

任
仰
候
、
其
時
私

一
家
者
共
違
背
申
者
毛
頭
無
御
座
候
、
万

一
申

者
於
有
之
者
、
則
證
人
之
者
御
書
付
之
趣
引
請
、
其
硼

一
言
之
申

分
為
致
申
間
敷
候
、
為
後
日
、
働
而
如
件

大
坂
天
満
空
真
町

京
屋

元
文
四
年
末
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
證
人
　
　
藤専

中
嶋
利
兵
衛
様

〔史
料
Ｈ
〕
別
宅
に
て
蟷
方
支
配
に
つ
き

一
札

（七
六
四
）

一
札

一
乍
憚
書
付
以
差
上
置
申
候
、
私
儀
当
春
別
宅
被
仰
付
被
下
、
何
角

無
残
所
被
仰
渡

一
生
安
堵
仕
候
、
猶
以
入
念
相
勤
申
候
段
、
於
私

身
分
冥
加
至
極
難
有
奉
存
候
、

一
此
度
蟷
方
支
配
之
儀
於
私
宅
売
買
仕
候
儀
御
預
被
下
、
則
御
家
名

二
以
私
名
前
ヲ
売
買
仕
候
段
奉
畏
候
、
右
二
付
金
銀
出
入
井
商
売

筋
之
儀
入
念
時
々
買
入
候
共
以
御
窺
其
極
可
仕
候
、
猶
又
売
先
又

者
有
物
等
之
儀
、
帳
面
二
記
置
勘
定
可
仕
候
、
其
上
万

一
疑
敷
思

召
候
儀
御
座
候
而
御
吟
味
被
仰
付
候
共
、
私
身
分
投
打
御
奉
公
相

勤
申
候
上
者
、
如
何
様
共
御
差
図
之
上
、
何
時

二
不
寄
蟷
方
支
配

助 蔵
⑪ ①
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差
上
候
様
被
仰
付
候
共
違
乱
仕
間
敷
候
、
尤
若
又
私
病
死
仕
候

共
、
諸
々
勘
定
之
儀
者
不
及
申
、
家
内
共
御
下
知
請
、
如
何
様
共

可
任
仰
候
、
其
上
御
本
家
無
御
拠
御
用
銀
之
御
入
用
之
節
者
、
商

売
代
物
売
上
候
而
銀
子
御
本
家
御
用
に
相
立
可
申
候
、
其
時
私

一

家
者
共
違
背
申
者
毛
頭
無
御
座
候
、
万

一
申
者
於
有
之
者
、
則
請

人
之
者
御
書
付
之
趣
引
請
、
其
湖

一
言
之
申
分
為
致
申
間
敷
候
、

尤
元
文
四
年
八
月
、
右
之

一
札
出
シ
置
申
候
得
共
、
證
人
死
去
仕

候
故
相
改
如
此

二
御
座
候
、
為
後
日
之
、
併
而
如
件

富
小
路
八
幡
町
下
ル
町

寛
保
二
戌
年
十
月
　
　
　
　
　
　
證
人
　
　
一局
宮
屋
小
兵
衛
◎

銭
　
屋
専
　
助
①

中
嶋
利
兵
衛
様

【別
家
経
営
】

〔史
料
１２
〕
別
宅
経
営
不
調
法
の
件
に
つ
き
用
捨
願

（二
九
五

一
）

一
札
之
事

一
源
蔵
儀
幼
少
わ
御
召
抱
被
下
御
陰

・一而
成
長
仕
、
別
家
被
仰
付
難

有
奉
存
候
、
然
ル
所
西
国
筋
問
屋
商
売
仕
元
手
銀
等
彩
敷
拝
借
仕

候
処
、
不
仕
合

二
而
国
表
仕
入
借
附
方
相
滞
、
不
得
止
事
御
店
預

り
銀
等
不
相
断
拝
借
仕
候
段
重
々
不
調
法
之
義
急
度
御
咎
可
被
成

儀
御
由
豫
之
内
、
右
之
心
痛
故
源
蔵
義
病
死
仕
、
依
之
跡
式
母
井

一
家
共
相
続
之
儀
被
仰
渡
、
何
卒
御
陰

二
而
取
続
候

ハ
ヽ
、
御
恩

送
り
申
度
、
色
々
心
尽
候
得
共
、
大
借
之
儀
故
中
々
難
及
自
力
不

得
止
事
去
冬
家
諸
道
具
等
迄
茂
借
方

へ
相
渡
、
大
坂
表
引
取
、

跡
々
迄
重
々
不
調
法
之
段
可
申
上
様
無
御
座
候
、
依
之
右
印
形
者

へ
立
銀
等
可
被
仰
渡
之
処
、
本
人
右
次
第
成
行
候
儀
御
免
被
成
下

難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
御
用
捨
被
下
候

二
付
御
請

一
札
、
働
如
件

米

屋

利

兵

衛
①

明
和
六
年
二
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
屋
利
右
衛
門
①

源
蔵
母

利
　
貞
①

中
嶋
利
兵
衛
様

（わ
た
な
べ
　
た
だ
し
・
大
阪
市
史
編
纂
所
）
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